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管理職の残業代について

管理監督者は、労働基準法第41条により原則として時間外労働の割増賃⾦対象外となります。‧

役職名があっても現場業務の遂⾏が主で、労働時間が厳密に管理されている場合は、残業代対象となるケースもあります。

役職名に関わらず、現場の管理職など実態により管理監督者と判断されない場合は、残業代⽀給の対象となることもあります。‧

残業代⽀給の条件

⼀般社員と同様、実労働時間に対して時間外労働が発⽣する場合、労働基準法第37条により通常の割増賃⾦率1.25倍が適⽤されます。‧

⽀給対象となるかは、役職名ではなく実際の業務内容や責任範囲など、実態に合わせて決定する必要があります。‧

管理職の残業代の規程

管理職の残業代の有無は、企業の就業規則や労働契約書で具体的に定めることが重要です。‧


